
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２章 

輸入犬等の事前届出検査申請 
 

 

動物検疫関連業務における、犬等の輸入に関する検査申請について説明します。 
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（申請者向け） 
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2. 輸入犬等の事前届出検査申請 

2.1 輸入犬等の事前届出を登録する 

犬等の輸入に関する事前届出の内容を登録する方法について説明します。 

 

なお、本手順で使用する画面、帳票は以下となります。 

 

画面名・帳票名 参照先 

申請者メニュー／MENU 画面 4.1 ク 

犬等輸入事前届出（Notification）画面（基本情報入力） 4.3 ア 

犬等輸入事前届出（Notification）画面（動物情報入力） 4.3 イ 

犬等輸入事前届出（Notification）画面（保存の完了） 4.3 カ 

入力控 5.1 ア 

犬等輸入事前届出（Notification）画面（届出内容確認） 4.3 エ 

犬等輸入事前届出（Notification）画面（届出提出完了） 4.3 キ 

狂犬病予防法及び家畜伝染病予防法に基づく犬の輸入に関する届出書 5.1 イ 

狂犬病予防法に基づく動物の輸入に関する届出書 5.1 ウ 

動物の輸入に関する変更届出書 5.1 エ 

犬等輸入事前届出画面（試験研究用の動物情報入力） 4.3 ウ 

犬等輸入事前届出画面（試験研究用の届出内容確認） 4.3 オ 
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ア ペット等（試験研究用以外）の犬等の輸入事前届出事項を保存する 

ペット等（試験研究用以外の用途）の犬等の輸入に関する事前届出事項を動物検疫関連業務に

保存します。仮登録（届出を行ったことにはならない状態）なので、その後も届出事項の修正

が可能です。 

 

・試験研究用の犬等の輸入を行う場合には、「2.1 ウ 試験研究用の犬等の事前届出事項を保存する」

を参照してください。 

 

1 犬等のメニューを開く 

「申請者メニュー／MENU 画面」の「犬、猫、きつね、あらいぐま、スカンク」の列にある［▼］

ボタンをクリックします。 

「申請者メニュー／MENU 画面」を表示する方法については、「1.2 ア ログインする」を参照し

てください。 

 

「申請者メニュー／MENU 画面」 

 

2 届出情報の入力画面を開く 

「申請者メニュー／MENU 画面」の＜新規に輸入事前届出を行う＞をクリックします。 
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（申請者向け） 
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3 基本情報（届出者情報）を入力する 

輸入犬等に関する届出者情報を入力します。 

 
 

4 基本情報（動物の種類、用途等）を入力する 

輸入犬等に関する基本情報を入力します。 

 

「犬等輸入事前届出（Notification）画面（基本情報入力）」 
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（申請者向け） 
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5 基本情報（輸送情報）を入力する 

輸送情報を入力します。 
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（申請者向け） 
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6 基本情報（荷送／受人情報）を入力する 

荷送／受人情報を入力します。 

 

 

7 基本情報（備考）を入力する 

備考を入力し、［動物情報入力へ／Next］ボタンをクリックします。 

 
  



動物検疫関連業務利用マニュアル 

（申請者向け） 
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・ プルダウンや検索で選択できる項目の中に、［その他］、[OTHER]という項目があります。これらの項

目は、入力する項目がプルダウンや検索で見つからない場合に使用してください。［その他］、[OTHER]

を選択した場合は、[その他選択時入力欄]に用途名等を必ず入力してください。 

・＊印の項目は、保存・届出時、入力必須となります。（入力内容により必須項目となるものがあり

ますので、質問をよくお読み下さい。） 

（＊）印の項目は、届出時入力必須となります。 

  ・「犬等輸入事前届出（Notification）画面（基本情報入力）」で届出情報を保存することができます。 

 

「犬等輸入事前届出（Notification）画面（基本情報入力）」 

 

 

「犬等輸入事前届出（Notification）画面（基本情報入力）」※保存完了後 

 

・「犬等輸入事前届出（Notification）画面（基本情報入力）」で届出情報を保存完了後、[入力控印

刷]をクリックすると、入力控えを出力することができます。 

  

「犬等輸入事前届出（Notification）画面（基本情報入力）」※保存完了後 



動物検疫関連業務利用マニュアル 

（申請者向け） 
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8 動物情報（名称、品種等）を入力する 

連れてくる動物の名称、品種等に関する情報を入力します。 

 

「犬等輸入事前届出（Notification）画面（動物情報入力）」 

 

・入力内容を検索する方法の詳細については、「6.1 コードを検索する」を参照してください。 

・［中止／Cancel］ボタンをクリックすると、事前届出事項の保存を中止することができます。 

・年齢又は生年月日欄には、生年月日か年齢のどちらか一方を入力してください。 

年齢を入力する場合には、年齢の左隣にあるチェックボックスにチェック（☑）してから入力して

ください。 
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（申請者向け） 
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9 動物情報（個体識別情報）を入力する 

個体識別方法に関する情報を入力します。 

 
 

10 動物情報（狂犬病予防接種）を入力する 

狂犬病予防接種に関する情報を入力します。 

 

 

 

・狂犬病予防接種年月日欄には、最新の接種年月日から順番に入力してください。 

入力が順番どおりでない場合も保存または届出を行うことが出来ます。この場合、再度届出情報を

呼び出すと、入力画面には最新の接種年月日から順番に表示されます。 

・[▼追加欄を表示／Open additional information]を押下すると、狂犬病予防接種を入力する欄が表

示されます。最大 10 欄まで入力が可能です。 
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11 動物情報（狂犬病抗体検査情報）を入力する 

狂犬病の抗体検査に関する情報を入力します。 

 

 

・抗体検査採血年月日欄には、最新の採血年月日から順番に入力してください。 

入力が順番どおりでない場合も保存または届出を行うことが出来ます。この場合、再度届出情報を

呼び出すと、入力画面には最新の採血年月日から順番に表示されます。 

・[▼抗体検査 3 を表示／Open Serological test 3]を押下すると、狂犬病抗体検査情報を入力する欄

が表示されます。最大 3 欄まで入力が可能です。 
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12 動物情報（その他予防接種情報）を入力する 

その他予防接種情報に関する情報を入力します。 

 

 

13 動物情報（仕向先情報）を入力する 

仕向先に関する情報を入力します。 

 

 

14 動物情報（備考）を入力する 

備考を入力し、［保存／Save］ボタンをクリックします。 
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・[前の動物へ／Back(Animal)]ボタンをクリックすると、操作 8 に戻り、入力済みの動物情報を表示

します。ただし、入力済みの動物情報がないときは、クリックすることができません。 

・[次の動物へ／Next(Animal)]ボタンをクリックすると、操作 8 に戻り、続けて新規の動物情報を入

力できます。最大 10 頭分入力することができます。 

・［入力されたこの情報を次の動物情報へコピーする場合はチェックしてください。］をチェックして

［次の動物へ／Next(Animal)］ボタンをクリックすると、ここでの入力内容が次の動物情報に反映

されます。ただし、「名前」「年齢」「生年月日」「体長／体高／体重」「毛色」「過去１年以内の訪問

国及び訪問期間」「個体識別番号／マーク」はコピーされません。 

・[基本情報入力へ／Back]ボタンをクリックすると、操作 3 に戻ります。 
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（申請者向け） 
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15 保存が完了する 

届出情報の保存が完了します。 

［入力控印刷／Memo Print］ボタンをクリックし、入力控を印刷します。 

 



動物検疫関連業務利用マニュアル 

（申請者向け） 
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「犬等輸入事前届出（Notification）画面（保存の完了）」 

「入力控」 

 

・［入力控印刷／Memo Print］ボタンをクリックすると、入力控を出力することができます。 

（［入力控印刷／Memo Print］ボタンは、保存後に表示されます。） 

・[保存／Save]ボタンクリック後も、届出情報の入力を引き続き行うことができます。 

 

16 メニューに戻る 

届出情報の入力を終了する場合は、［中止／Cancel］ボタンをクリックします。 

 

・一度保存して、入力を終了した届出事項を修正したり、届出する（本登録する）方法については、「2.4 

ア 届出情報を追加・修正する」を参照してください。 
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イ ペット等（試験研究用以外）の犬等の輸入事前届出をする 

ペット等（試験研究用以外の用途）の事前届出事項の届出手続きを行い、届出を完了します。 

 

1 事前届出事項を入力する 

「2.1 ア ペット等（試験研究用以外）の事前届出事項を保存する」を参照して、基本情報、

動物情報を入力し、「犬等輸入事前届出（Notification）画面（動物情報入力）」の［届出内容

確認へ／Next］ボタンをクリックします。 

 

「犬等輸入事前届出（Notification）画面（動物情報入力）」 
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2 必要に応じて添付ファイルを追加する 

申請入力した動物について、届出者が所有している日本からの輸出時の検疫証明書や現地で入

手したワクチン接種証明や、現地政府発行の輸出検疫証明書といった紙に記録されている情報

を PDF 等の電子ファイルに変換して、登録します。 

添付ファイルを追加するには、［参照］ボタンをクリックし、添付したいファイルを指定しま

す。続けて［説明］欄に添付ファイルの説明を入力、［書類区分］を選択し、［ファイル登録／

Add］ボタンをクリックします。 

 

 

・添付できるファイル数は 20ファイル、ファイルサイズは 1 ファイルあたり 10 メガバイト、1 申請あ

たり 30 メガバイトです。 

・[書類区分]の詳細は動物検疫所ホームページのコード表を参照してください。 

「https://www.maff.go.jp/aqs/tetuzuki/system/anipas_code.html」 

・添付するファイルを間違えた場合や、不要になった添付ファイルがある場合は、削除するファイル

の行の［削除チェック］チェックボックスをチェックし、［削除／Del］ボタンをクリックしてくだ

さい。 

 

 

・[ファイル登録／Add]ボタンをクリックした際にウィルスが検知される、又はシステムで認められて

いない拡張子の場合は、保存していない入力情報は破棄されます。[ファイル登録／Add]ボタンをク

リックする前に添付ファイルのウィルスチェックを行うか、入力情報を保存するため、[保存]ボタ

ンを押してください。 

・パスワード付添付ファイルは利用できません。 

（添付可能拡張子：txt、doc、docx、ppt、pptx、xml、htm、html、rtf、jtd、xls、xlsx、csv、jpeg、

jpe、jpg、tif、tiff、bmp、gif、pdf、jet、png） 

  

https://www.maff.go.jp/aqs/tetuzuki/system/anipas_code.html
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3 届出する 

入力内容に誤りがないことを確認し、届出内容確認画面の［届出／Notification］ボタンをク

リックすると、届出が完了します。 
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（申請者向け） 
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「犬等輸入事前届出（Notification）画面（届出内容確認）」 

 

 

・入力情報の修正が必要な場合は、各項目の［確認・修正／Modification］ボタンをクリックします。 

・訂正指示にもとづく修正をした場合、訂正指示内容の有無にかかわらず届出内容に変更があった項

目は赤字で表示されます。また、訂正指示があった項目で、届出内容に変更がない項目は黒字で表

示されます。 
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4 届出書を出力する 

届出書を出力する場合は、［届出書印刷／Notification Print］ボタンをクリックします 

 

「犬等輸入事前届出（Notification）画面（届出提出完了）」 

「狂犬病予防法及び家畜伝染病予防法に基づく犬の輸入に関する届出書」 

「狂犬病予防法に基づく動物の輸入に関する届出書」 

「動物の輸入に関する変更届出書」 
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（申請者向け） 
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5 輸入の検査申請をする 

届出に引続き輸入の検査申請を実施する場合、[検査申請をする／Application]ボタンをクリ

ックします。 

 

「犬等輸入事前届出（Notification）画面（届出提出完了）」 
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（申請者向け） 
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・検査申請を別の方が行う場合など、届出に引続き検査申請を実施しない場合、[検査申請をしない／

Quit]ボタンをクリックします。 

  

「犬等輸入事前届出（Notification）画面（届出提出完了）」 

 

6 メニューに戻る 

検査申請が完了したら、[閉じる／Close]ボタンをクリックします。 

 

「輸入犬等検査申請画面（完了画面）」 



動物検疫関連業務利用マニュアル 

（申請者向け） 
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ウ 試験研究用の犬等の輸入事前届出事項を保存する 

試験研究用の犬等の輸入事前届出事項を保存します。仮登録（届出を行ったことにはならない

状態）なので、その後も届出事項の修正が可能です。 

 

1 届出情報の入力画面を開く 

「申請者メニュー／MENU 画面」の「犬、猫、きつね、あらいぐま、スカンク」の［▼］ボタン

をクリックして項目を表示させてから、＜新規に輸入事前届出を行う＞リンクをクリックしま

す。仮登録（届出を行ったことにはならない状態）なので、その後も届出事項の修正が可能で

す。 

 

「申請者メニュー／MENU 画面」 

 

2 基本情報（届出者情報）を入力する 

輸入犬等に関する届出者情報を入力します。 
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（申請者向け） 

 

 

 2-23 

3 基本情報（動物の種類、用途等）を入力する 

輸入犬等に関する基本情報を入力します。 

 

「犬等輸入事前届出画面（基本情報入力）」 

 

4 基本情報（輸送情報）を入力する 

輸送情報を入力します。 

 



動物検疫関連業務利用マニュアル 

（申請者向け） 
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5 基本情報（荷送／受人情報）を入力する 

荷送／受人情報を入力します。 

  

 

6 基本情報（備考）を入力する 

備考を入力し、［動物情報入力へ／Next］ボタンをクリックします。 

 



動物検疫関連業務利用マニュアル 

（申請者向け） 
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・試験研究用の動物の場合は、［用途］について［ペット以外］を選択し、［「ペット以外」の方は、連

れてくる動物の用途を選択してください。］から［試験研究用/FOR EXPERIMENT］を選択してくださ

い。 

・プルダウンや検索で選択できる項目の中に、［その他］、[OTHER]という項目があります。これらの項

目は、入力する項目がプルダウンや検索で見つからない場合に使用してください。［その他］、[OTHER]

を選択した場合は、[その他選択時入力欄]に用途名等を必ず入力してください。 

・「犬等輸入事前届出（Notification）画面（基本情報入力）」で入力した情報を保存することができ

ます。 

 

「犬等輸入事前届出（Notification）画面（基本情報入力）」 

 

 「犬等輸入事前届出（Notification）画面（基本情報入力）」※保存完了後 

 

・「犬等輸入事前届出（Notification）画面（基本情報入力）」で届出情報を保存完了後、[入力控印

刷]をクリックすると、入力控えを出力することができます。 

  

「犬等輸入事前届出（Notification）画面（基本情報入力）」※保存完了後 



動物検疫関連業務利用マニュアル 

（申請者向け） 
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7 動物情報、日本入国条件の確認、仕向先情報、備考を入力する 

動物情報、日本入国条件の確認、仕向先情報、備考を入力し、［保存］ボタンをクリックしま

す。 

 

「犬等輸入事前届出画面（試験研究用の動物情報入力）」 

 

 

・[基本情報入力へ]ボタンをクリックすると、操作２に戻ります。 

 

 

 



動物検疫関連業務利用マニュアル 

（申請者向け） 
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8 保存が完了する 

届出情報の保存が完了します。 

［入力控印刷］ボタンをクリックし、入力控を出力します。 

 

「犬等輸入事前届出画面（試験研究用の保存の完了）」 



動物検疫関連業務利用マニュアル 

（申請者向け） 
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9 メニューに戻る 

出力が完了したら、［閉じる／Close］ボタンをクリックします。 

 

・保存（仮登録）した届出事項を修正したり、届出する（本登録する）方法については、「2.5 ア 届

出情報を追加・修正する」を参照してください。 

 



動物検疫関連業務利用マニュアル 

（申請者向け） 
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エ 試験研究用の犬等の事前届出をする 

試験研究用の犬等の事前届出事項の登録を行い、届出を完了します。 

 

1 事前届出事項を入力する 

「2.1 ウ 試験研究用の犬等の輸入事前届出事項を保存する」を参照して、基本情報、動物情

報を入力し、［届出内容確認へ］ボタンをクリックします。 

 

「犬等輸入事前届出画面（試験研究用の動物情報入力）」 

  



動物検疫関連業務利用マニュアル 

（申請者向け） 
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2 必要に応じて添付ファイルを追加する 

申請入力した動物について、届出者が所有している日本からの輸出時の検疫証明書や現地で入

手したワクチン接種証明や、現地政府発行の輸出検疫証明書といった紙に記録されている情報

を PDF 等の電子ファイルに変換して、登録します。 

添付ファイルを追加するには、［参照］ボタンをクリックし、添付したいファイルを指定しま

す。続けて［説明］欄に添付ファイルの説明を入力、［書類区分］を選択し、［ファイル登録／

Add］ボタンをクリックします。 

 

 

・添付できるファイル数は 20ファイル、ファイルサイズは 1 ファイルあたり 10 メガバイト、1 申請あ

たり 30 メガバイトです。 

・[書類区分]の詳細は動物検疫所ホームページのコード表を参照してください。 

「https://www.maff.go.jp/aqs/tetuzuki/system/anipas_code.html」 

・添付するファイルを間違えた場合や、不要になった添付ファイルがある場合は、削除するファイル

の行の［削除チェック］チェックボックスをチェックし、［削除／Del］ボタンをクリックしてくだ

さい。 

 

 

・[ファイル登録／Add]ボタンをクリックした際にウィルスが検知される、又はシステムで認められて

いない拡張子の場合は、保存していない入力情報は破棄されます。[ファイル登録／Add]ボタンをク

リックする前に添付ファイルのウィルスチェックを行うか、入力情報を保存するため、[保存]ボタ

ンを押してください。 

・パスワード付添付ファイルは利用できません。 

（添付可能拡張子：txt、doc、docx、ppt、pptx、xml、htm、html、rtf、jtd、xls、xlsx、csv、jpeg、

jpe、jpg、tif、tiff、bmp、gif、pdf、jet、png） 

  

https://www.maff.go.jp/aqs/tetuzuki/system/anipas_code.html


動物検疫関連業務利用マニュアル 

（申請者向け） 
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3 届出する 

入力内容に誤りがないことを確認し、届出内容確認画面の［届出］ボタンをクリックすると、

届出が完了します。 

 

「犬等輸入事前届出画面（試験研究用の届出内容確認）」 

 

  



動物検疫関連業務利用マニュアル 

（申請者向け） 
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4 届出書を印刷する 

届出書を印刷する場合は、［届出書印刷／Notification Print］ボタンをクリックします。 

 

「犬等輸入事前届出（Notification）画面（届出提出完了）」 

  



動物検疫関連業務利用マニュアル 

（申請者向け） 

 

 

 2-33 

5 輸入の検査申請をする 

届出に引き続き輸入の申請を行う場合には、[検査申請をする／Application]ボタンをクリッ

クします。 

 

「犬等輸入事前届出（Notification）画面（届出提出完了）」 

  



動物検疫関連業務利用マニュアル 

（申請者向け） 
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・検査申請を別の方が行う場合など、届出に引き続き輸入検査申請をしない場合は、[検査申請をしな

い／Quit]ボタンをクリックします。 

  
 「犬等輸入事前届出（Notification）画面（届出提出完了）」 

 

6 メニューに戻る 

検査申請が完了したら、[閉じる／Close]ボタンをクリックします。 

 

「輸入犬等検査申請画面（完了画面）」 



動物検疫関連業務利用マニュアル 

（申請者向け） 
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2.2 輸入犬等検査の申請事項を登録する 

犬等の輸入検査申請事項を登録し、動物検疫関連業務で申請を行う際の操作について説明しま

す。 

 

なお、本手順で使用する画面、帳票は以下となります。 

 

画面名・帳票名 参照先 

申請者メニュー／MENU 画面 4.1 ク 

輸入犬等検査申請事項登録（Application of import）（IQA、IQA01）画面（基本

情報入力） 

4.6 イ 

輸入犬等検査申請事項登録（Application of import）（IQA、IQA01）画面（動物

情報入力） 

4.6 ウ 

輸入犬等検査申請事項登録（Application of import）（IQA、IQA01）画面 

（保存の確認登録） 

4.6 オ 

輸入犬等検査申請事項登録（Application of import）（IQA、IQA01）画面（保存

の完了） 

4.6 ケ 

輸入犬等検査申請（Application of import）（IQC）画面（申請の確認登録） 4.6 キ 

輸入犬等検査申請（Application of import）（IQC）画面（申請の完了） 4.6 コ 

狂犬病予防法及び家畜伝染病予防法に基づく犬の輸入検査申請 5.1 カ 

狂犬病予防法に基づく動物の輸入検査申請 5.1 キ 

輸入犬等検査申請事項登録（Application of import）（IQA、IQA01）画面 

（試験研究用の動物情報入力） 

4.6 エ 

輸入犬等検査申請事項登録（Application of import）（IQA、IQA01）画面 

（試験研究用の保存の確認登録） 

4.6 カ 

輸入犬等検査申請（Application of import）（IQC）画面 

（試験研究用の申請の確認登録） 

4.6 ク 

 

 



動物検疫関連業務利用マニュアル 

（申請者向け） 
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ア ペット等（試験研究用以外）の犬等の輸入検査申請事項を保存する 

ペット等（試験研究用以外の用途）の犬等の輸入検査申請事項の保存を行います。あくまで仮

登録（申請は行ったことにはならない状態）なので、保存した後で申請事項の修正が可能です。 

 

・情報の入力中に、メニュー画面から別の入力画面を開く等の操作を行うと、画面の表示が上書きさ

れて、入力中の情報が消えてしまうことがあります。他の操作を行うときは、必ず入力情報を一時

保存し、画面を閉じてから行ってください。 

 

1 申請情報の入力画面を開く 

「申請者メニュー／MENU 画面」の「犬、猫、きつね、あらいぐま、スカンク」の［▼］ボタン

をクリックして項目を表示させてから、＜新規に輸入検査申請を行う＞リンクをクリックしま

す。 

「申請者メニュー／MENU 画面」を表示する方法については、「1.2 ア ログインする」を参照し

てください。 

 

「申請者メニュー／MENU 画面」 

  



動物検疫関連業務利用マニュアル 

（申請者向け） 
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2 基本情報を入力する 

基本情報を入力します。 

 

「輸入犬等検査申請事項登録（Application of import）（IQA、IQA01）画面（基本情報入力）」 



動物検疫関連業務利用マニュアル 

（申請者向け） 
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・［検索／Search］ボタンをクリックすると、対応するコードを検索することができます。 

コードを検索する方法の詳細については、「6.1 コードを検索する」を参照してください。 

・荷送人が申請者と同じときは、［以下の情報が申請者と同じ場合にはこちらにチェックしてください。］

をチェックすると、入力を省略することができます。 

・荷受人が申請者、または荷送人と同じときは、［以下の情報が申請者と同じ場合にはこちらにチェッ

クしてください。］または［以下の情報が荷送人と同じ場合にはこちらにチェックしてください。］

をチェックすると、入力を省略することができます。 

 

3 必要に応じて添付ファイル情報と備考を入力する 

申請入力した動物について、届出者が所有している日本からの輸出時の検疫証明書や現地で入

手したワクチン接種証明や、現地政府発行の輸出検疫証明書といった紙に記録されている情報

を PDF 等の電子ファイルに変換して、登録します。 

添付ファイルがある場合は［参照］ボタンをクリックし、添付したいファイルを指定します。

続けて［説明］欄に添付ファイルの説明内容を入力、［書類区分］を選択し、［ファイル登録／

Add］ボタンをクリックします。備考の入力が必要な場合は［備考］欄のテキストボックスに

入力します。 

入力が完了したら、［次の画面へ／Next］ボタンをクリックします。 

 

 

・添付できるファイル数は 20ファイル、ファイルサイズは 1 ファイルあたり 10 メガバイト、1 申請あ

たり 30 メガバイトです。 

・[書類区分]の詳細は動物検疫所ホームページのコード表を参照してください。 

「https://www.maff.go.jp/aqs/tetuzuki/system/anipas_code.html」 

・添付するファイルを間違えた場合や、不要になった添付ファイルがある場合は、削除するファイル

の行の［削除チェック］チェックボックスをチェックし、［削除／Del］ボタンをクリックしてくだ

さい。 

  

https://www.maff.go.jp/aqs/tetuzuki/system/anipas_code.html


動物検疫関連業務利用マニュアル 

（申請者向け） 
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・[ファイル登録／Add]ボタンをクリックした際にウィルスが検知される、又はシステムで認められて

いない拡張子の場合は、保存していない入力情報は破棄されます。[ファイル登録／Add]ボタンをク

リックする前に添付ファイルのウィルスチェックを行うか、入力情報を保存するため、[保存]ボタ

ンを押してください。 

・パスワード付添付ファイルは利用できません。 

（添付可能拡張子：txt、doc、docx、ppt、pptx、xml、htm、html、rtf、jtd、xls、xlsx、csv、jpeg、

jpe、jpg、tif、tiff、bmp、gif、pdf、jet、png） 

 

4 動物情報（名称、品種等）を入力する 

輸入する動物に関する情報を入力します。 

 
「輸入犬等検査申請事項登録（Application of import）（IQA、IQA01）画面（動物情報入力）」 

 

・［中止／Cancel］ボタンをクリックすると、メニュー画面に戻ります。 

・動物情報は最大 10 頭分登録できます。操作 4 から操作 9までの操作を頭数分繰り返してください。 

  



動物検疫関連業務利用マニュアル 

（申請者向け） 
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5 動物情報（個体識別情報）を入力する 

個体識別情報を入力します。 

 

 

6 動物情報（狂犬病予防接種）を入力する 

狂犬病予防接種についての情報を入力します。 

 

 

・狂犬病予防接種年月日欄には、最新の接種年月日から順番に入力してください。 

入力が順番どおりでない場合も保存または申請を行うことが出来ます。この場合、再度申請情報を

呼び出すと、入力画面には最新の接種年月日から順番に表示されます。 

・[▼追加欄を表示／Open additional information]を押下すると、狂犬病予防接種を入力する欄が表

示されます。最大 10 欄まで入力が可能です。 

  



動物検疫関連業務利用マニュアル 

（申請者向け） 
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7 動物情報（狂犬病抗体検査情報）を入力する 

狂犬病抗体検査についての情報を入力します。 

 

 

・抗体検査採血年月日欄には、最新の採血年月日から順番に入力してください。 

入力が順番どおりでない場合も保存または申請を行うことが出来ます。この場合、再度申請情報を

呼び出すと、入力画面には最新の採血年月日から順番に表示されます。 

・[▼抗体検査 3 を表示／Open Serological test 3]を押下すると、狂犬病抗体検査情報を入力する欄

が表示されます。最大 3 欄まで入力が可能です。 

 

8 動物情報（その他予防接種情報）を入力する 

その他予防接種についての情報を入力します。 

 



動物検疫関連業務利用マニュアル 

（申請者向け） 
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9 動物情報（仕向先情報、備考）を入力する 

仕向先情報、備考を入力し、［保存／Save］ボタンをクリックします。 

 

 

 

・［中止／Cancel］ボタンをクリックすると、メニュー画面に戻ります。 

・[前の動物へ／Back(Animal)]ボタンをクリックすると、操作 4 に戻り、入力済みの動物情報を表示

します。ただし、入力済みの動物情報がないときは、クリックすることができません。 

 

・[次の動物へ／Next(Animal)]ボタンをクリックすると、操作 4 に戻り、続けて新規の動物情報を入

力できます。 

・［入力されたこの情報を次の動物情報へコピーする場合はチェックしてください。］をチェックして

［次の動物へ／Next(Animal)］ボタンをクリックすると、ここでの入力内容が次の動物情報に反映

されます。 

・[前の画面へ／Back]ボタンをクリックすると、操作 2 に戻ります。 

  



動物検疫関連業務利用マニュアル 

（申請者向け） 
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10 入力内容を確認して保存を完了する 

入力内容に誤りがないことを確認し、［保存／Save］ボタンをクリックすると、保存が完了し

ます。 

 
「輸入犬等検査申請事項登録（Application of import）（IQA、IQA01）画面 



動物検疫関連業務利用マニュアル 

（申請者向け） 
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（保存の確認登録）」 

 

 

 

 

・［中止／Cancel］ボタンをクリックすると、メニュー画面に戻ります。 

・［修正 Modification］ボタンをクリックすると、基本情報、動物情報、添付ファイル情報の入力画

面に戻り、修正することができます。 

・［削除 Deletion］ボタンをクリックすると、基本情報、動物情報、添付ファイル情報の入力内容を

削除することができます。 

 

11 保存が完了する 

申請事項の保存が完了します。 

［閉じる／Close］ボタンをクリックします。 

 

「輸入犬等検査申請事項登録（Application of import）（IQA、IQA01）画面（保存の完了）」 

 

・一時保存（仮登録）した申請情報を修正したり、申請する（本登録する）方法については、「2.4 ウ 

申請情報を追加・修正する」を参照してください。 

 



動物検疫関連業務利用マニュアル 

（申請者向け） 
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イ ペット等（試験研究用以外）の犬等の輸入検査申請をする 

試験研究用以外の犬等の輸入検査の申請事項を入力して申請します。 

 

1 申請事項を入力する 

「2.2 ア ペット等（試験研究用以外）の犬等の輸入申請事項を保存する」を参照して、申請

事項を入力します。 

 

2 申請する 

動物情報入力画面の［申請／Application］ボタンをクリックします。 

 

「輸入犬等検査申請事項登録（Application of import）（IQA、IQA01）画面（動物情報入力）」 

  



動物検疫関連業務利用マニュアル 

（申請者向け） 
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3 入力内容を確認して申請を完了する 

入力内容に誤りがないことを確認し、［申請／Application］ボタンをクリックすると、申請が

完了します。 

 
「輸入犬等検査申請（Application of import）（IQC）画面（申請の確認登録）」 



動物検疫関連業務利用マニュアル 

（申請者向け） 
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・［中止／Cancel］ボタンをクリックすると、メニュー画面に戻ります。 

・［修正 Modification］ボタンをクリックすると、基本情報、動物情報、添付ファイル情報の入力画

面に戻ります。「2.2 ア ペット等（試験研究用以外）の犬等の輸入検査申請事項を保存する」を参

照して、修正してください。 

・［削除 Deletion］ボタンをクリックすると、基本情報、動物情報、添付ファイル情報の入力内容を

削除することができます。 

 

4 輸入検査申請を出力する 

輸入検査申請を出力する場合は、［申請印刷／Application Print］ボタンをクリックします。 

 

「輸入犬等検査申請（Application of import）（IQC）画面（申請の完了）」 

「狂犬病予防法及び家畜伝染病予防法に基づく犬の輸入検査申請」 

「狂犬病予防法に基づく動物の輸入検査申請」 

 

5 メニューに戻る 

出力が完了したら、［閉じる］ボタンをクリックします。 

 



動物検疫関連業務利用マニュアル 

（申請者向け） 
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ウ 試験研究用の犬等の申請事項を保存する 

試験研究用の犬等の検査申請事項の保存を行います。仮登録（申請は行ったことにはならない

状態）なので、その後も申請事項の修正が可能です。 

 

・情報の入力中に、メニュー画面から別の入力画面を開く等の操作を行うと、画面の表示が上書きさ

れて、入力中の情報が消えてしまうことがあります。他の操作を行うときは、必ず入力情報を一時

保存し、画面を閉じてから行ってください。 

 

1 申請情報の入力画面を開く 

「申請者メニュー／MENU 画面」の「犬、猫、きつね、あらいぐま、スカンク」の［▼］ボタン

をクリックして項目を表示させてから、＜新規に輸入検査申請を行う＞リンクをクリックしま

す。 

「申請者メニュー／MENU 画面」を表示する方法については、「1.2 ア ログインする」を参照し

てください。 

 

「申請者メニュー／MENU 画面」 

  



動物検疫関連業務利用マニュアル 

（申請者向け） 
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2 基本情報を入力する 

基本情報情報を入力します。 

 

「輸入犬等検査申請事項登録（Application of import）（IQA、IQA01）画面（基本情報入力）」 



動物検疫関連業務利用マニュアル 

（申請者向け） 
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・［検索／Search］ボタンをクリックすると、対応するコードを検索することができます。 

コードを検索する方法の詳細については、「6.1 コードを検索する」を参照してください。 

・荷送人が申請者と同じときは、［以下の情報が申請者と同じ場合にはこちらにチェックしてください。］

をチェックすると、入力を省略することができます。 

・荷受人が申請者、または荷送人と同じときは、［以下の情報が申請者と同じ場合にはこちらにチェッ

クしてください。］または［以下の情報が荷送人と同じ場合にはこちらにチェックしてください。］

をチェックすると、入力を省略することができます。 

 

3 必要に応じて添付ファイル情報と備考を入力する 

申請入力した動物について、届出者が所有している日本からの輸出時の検疫証明書や現地で入

手したワクチン接種証明や、現地政府発行の輸出検疫証明書といった紙に記録されている情報

を PDF 等の電子ファイルに変換して、登録します。 

添付ファイルがある場合は［参照］ボタンをクリックし、添付したいファイルを指定します。

続けて［説明］欄に添付ファイルの説明内容を入力、［書類区分］を選択し、［ファイル登録／

Add］ボタンをクリックします。備考の入力が必要な場合は［備考］欄のテキストボックスに

入力します。 

［次の画面へ／Next］ボタンをクリックします。変更理由は届出の変更時に入力します。 

 

 

・添付できるファイル数は 20ファイル、ファイルサイズは 1 ファイルあたり 10 メガバイト、1 申請あ

たり 30 メガバイトです。 

・[書類区分]の詳細は動物検疫所ホームページのコード表を参照してください。 

「https://www.maff.go.jp/aqs/tetuzuki/system/anipas_code.html」 

・添付するファイルを間違えた場合や、不要になった添付ファイルがある場合は、削除するファイル

の行の［削除チェック］チェックボックスをチェックし、［削除／Del］ボタンをクリックしてくだ

さい。 

  

https://www.maff.go.jp/aqs/tetuzuki/system/anipas_code.html
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・[ファイル登録／Add]ボタンをクリックした際にウィルスが検知される、又はシステムで認められて

いない拡張子の場合は、保存していない入力情報は破棄されます。[ファイル登録／Add]ボタンをク

リックする前に添付ファイルのウィルスチェックを行うか、入力情報を保存するため、[保存]ボタ

ンを押してください。 

・パスワード付添付ファイルは利用できません。 

（添付可能拡張子：txt、doc、docx、ppt、pptx、xml、htm、html、rtf、jtd、xls、xlsx、csv、jpeg、

jpe、jpg、tif、tiff、bmp、gif、pdf、jet、png） 

 

4 動物情報を入力する 

輸入する動物に関する情報を入力します。 

 

「輸入犬等検査申請事項登録（Application of import）（IQA、IQA01）画面 

（試験研究用の動物情報入力）」 

 

・［中止］ボタンをクリックすると、メニュー画面に戻ります。 

 

5 動物情報（仕向先情報）を入力する 

仕向先情報を入力します。 

 

 

・仕向先が申請者、または荷受人と同じときは、［以下の情報が申請者と同じ場合にはこちらにチェッ

クしてください。］または［以下の情報が荷受人と同じ場合にはこちらにチェックしてください。］

をチェックすると、入力を省略することができます。 
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6 動物情報（備考）を入力する 

備考を入力し、［保存］ボタンをクリックします。 

 

 

・[前の画面へ]ボタンをクリックすると、操作 2 に戻ります。 

 

 

7 入力内容を確認して保存を完了する 

入力内容に誤りがないことを確認し、［保存］ボタンをクリックすると、保存が完了します。 
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「輸入犬等検査申請事項登録（Application of import）（IQA、IQA01）画面 

（試験研究用の保存の確認登録）」 

 

 

・［中止］ボタンをクリックすると、メニュー画面に戻ります。 

・［修正］ボタンをクリックすると、基本情報、動物情報、添付ファイル情報の入力画面に戻り、修正

することができます。 
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8 保存が完了する 

申請事項の保存が完了します。 

［閉じる／Close］ボタンをクリックします。 

 

「輸入犬等検査申請事項登録（Application of import）（IQA、IQA01）画面（保存の完了）」 

 

・一時保存（仮登録）した申請情報を修正したり、申請（本登録）する方法については、「2.5 ウ 申

請情報を追加・修正する」を参照してください。 
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エ 試験研究用の犬等の検査申請をする 

試験研究用の犬等の輸入検査の申請事項を入力して申請します。 

 

1 申請事項を入力する 

「2.2 ウ 試験研究用の犬等の申請事項を保存する」を参照して、申請事項を入力します。 

 

2 申請する 

入力画面の［申請］ボタンをクリックします。 

 

「輸入犬等検査申請事項登録（Application of import）（IQA、IQA01）画面 

（試験研究用の動物情報入力）」 
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3 入力内容を確認して申請を完了する 

入力内容に誤りがないことを確認し、［申請］ボタンをクリックすると、申請が完了します。 

 
「輸入犬等検査申請（Application of import）（IQC）画面 

（試験研究用の申請の確認登録）」 



動物検疫関連業務利用マニュアル 
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・［中止］ボタンをクリックすると、メニュー画面に戻ります。 

・［修正］ボタンをクリックすると、基本情報、動物情報、添付ファイル情報の入力画面に戻ります。

「2.2 ウ 試験研究用の犬等の申請事項を保存する」を参照して、修正してください。 
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4 輸入検査申請を出力する 

輸入検査申請を出力する場合は、［申請印刷／Application Print］ボタンをクリックします。 

 
「輸入犬等検査申請（Application of import）（IQC）画面（申請の完了）」 

「狂犬病予防法及び家畜伝染病予防法に基づく犬の輸入検査申請」 

「狂犬病予防法に基づく動物の輸入検査申請」 

 

5 メニューに戻る 

印刷が完了したら、［閉じる／Close］ボタンをクリックします。 
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2.3 犬等の輸入検査の事前届出情報・申請情報を照会する 

輸入犬等検査申請の届出情報・申請情報を照会する操作について説明します。 

 

なお、本手順で使用する画面は以下となります。 

 

画面名 参照先 

申請者メニュー／MENU 画面 4.1 ク 

犬等届出・輸出入検査申請一覧照会（Reference of list）（IQI）画面 4.2 ア 

犬等輸入事前届出情報照会（Procedure Menu Page）画面（試験研究用以外） 4.4 ア 

犬等輸入事前届出情報照会画面（試験研究用） 4.4 イ 

輸入犬等検査申請情報照会画面（Procedure Menu Page）（IIQ）（試験研究用以外） 4.4 ウ 

輸入犬等検査申請情報照会（IIQ）画面（試験研究用） 4.4 エ 
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ア 届出情報・申請情報を検索する 

届出情報や申請情報を検索する操作について説明します。 

 

1 一覧画面を開く 

「申請者メニュー／MENU 画面」の「犬、猫、きつね、あらいぐま、スカンク」の［▼］ボタン

をクリックして項目を表示させてから、＜輸入事前届出・輸出入検査申請情報の一覧を表示す

る。＞をクリックします。 

「申請者メニュー／MENU 画面」を表示する方法については、「1.2 ア ログインする」を参照し

てください。 

 

「申請者メニュー／MENU 画面」 

 

2 検索条件を入力する 

検索条件を入力し、［検索／Search］ボタンをクリックします。 

 

「犬等届出・輸出入検査申請一覧照会（Reference of list）（IQI）画面」 
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・照会したい情報の登録番号や申請番号がわかっているときは、［登録／届出／申請番号］欄に登録／

届出／申請番号を入力し、［検索／Search］ボタンをクリックすると、その申請情報を表示すること

ができます。番号が分からない場合は、届出年月日や到着年月日などの情報により該当する届出や

申請情報を検索してください。なお、年月日の指定範囲は３年間です。 

・初期表示では、検索結果一覧に 10 件の届出・申請情報が表示されます。それ以上の検索結果を表示

させる場合は、必要な検索条件を入力の上、検索してください。 

 

3 一覧が表示される 

検索結果一覧に、条件に一致する届出情報・申請情報の一覧が表示されます。 

 

「犬等届出・輸出入検査申請一覧照会（Reference of list）（IQI）画面」 
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・検索結果の件数が多いときは、＜前の 10 件／Back＞リンクと＜次の 10 件／Next＞リンクを使って

一覧の表示を切り替えることができます。 

 

 

4 届出情報・申請情報を選択する 

詳細を確認したい届出情報・申請情報の＜登録／届出／申請番号＞リンクをクリックします。 
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・この画面には、輸入の事前届出情報と、輸入の申請情報、輸出の申請情報が表示され、選択した情

報に応じて異なる画面が表示されます（試験研究用かそれ以外かで画面が異なります）。 

・ソートボタン[▲]、[▼]をクリックすると、検索結果一覧を並び替えることができます。ソートボ

タンを押下した際、押下したソートボタンの色が変更します。 

      
 「犬等届出・輸出入検査申請一覧照会（Reference of list）（IQI）画面」 

※ソートボタン押下後 

 

   ・最初に画面を表示したとき、直近の「登録/届出/申請番号」10 件を表示します。 

・検索条件を指定した場合、1 番目に「到着/出発（予定）年月日」の最新年月日順（降順）、

2 番目に「登録/届出/申請番号」のアルファベット順で検索条件に合致した全ての届出/申請

情報をソートします。 

   ・ソート条件を指定した場合、以下の順番でソートされます。 

① ソートボタン[▲]を押下した場合、1 番目に該当項目、2 番目に「到着/出発（予定）年月日」、

3 番目に「登録/届出/申請番号」でソートします。 

② ソートボタン[▼]を押下した場合、1 番目に該当項目、2 番目に「到着/出発（予定）年月日」、

3 番目に「登録/届出/申請番号」でソートします。 
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③ 昇順でソートした場合は以下の順です。 

a.「区分」 → 以下の順 

届出 

輸入申請 

届出兼申請 

輸出申請 

b.「登録/届出/申請番号」 → アルファベット順 

c.「犬等の名前」 → 名称順 

d.「到着/出発（予定）年月日」 → 古い年月日順 

e.「仕出/仕向国」 → 仕出/仕向国コード順 

f. 「頭数」 → 頭数順 

        g.「係留期間」 → 日数順 

h.「届出/申請状態」 → 以下の順 

保存中 

届出済 

届出変更済 

届出変更承認済 

受理書発行済 

保存中 

申請済 

申請変更済 

申請変更承認済 

結果登録済 

受理書発行済・指 

申請済・指 

 

 

5 届出情報・申請情報の詳細が表示される 

クリックした番号の届出情報・申請情報が表示されます。 

 

・［添付ファイル情報］欄のリンクをクリックすると、添付ファイルをダウンロードすることができま

す。 

・輸出の検査申請情報については、「3. 輸出犬等の検査申請」を参照してください。 
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●輸入の試験研究用以外の事前届出情報の場合 
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「犬等輸入事前届出情報照会（Procedure Menu Page）画面（試験研究用以外）」 
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●試験研究用の事前届出情報の場合 

 

「犬等輸入事前届出情報照会画面（試験研究用）」 
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●試験研究用以外の輸入検査申請情報の場合 
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「輸入犬等検査申請情報照会（Procedure Menu Page）画面（IIQ）（試験研究用以外）」 
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 2-70 

●試験研究用の輸入検査申請情報の場合 

 

「輸入犬等検査申請情報照会（IIQ）画面（試験研究用）」 
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2.4 輸入犬等の届出情報・申請情報の追加・修正を行う 

届出情報・申請情報の追加・修正や取り止めの操作について説明します。 

 

なお、本手順で使用する画面は以下となります。 

 

画面名 参照先 

犬等輸入事前届出情報照会（Procedure Menu Page）画面（試験研究用以外） 4.4 ア 

犬等輸入事前届出取止（Cancellation(Notification)）画面 4.5 ア 

輸入犬等検査申請取止（Cancellation(Application of import)）画面 4.7 ア 
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ア 届出情報を追加・修正する 

届出情報に情報を追加したり、修正することができます。 

 

1 届出情報の詳細を表示する 

「2.4 ア 届出情報・申請情報を検索する」を参照して、届出情報の詳細を表示します。 

 

・「犬等届出・輸出入検査申請一覧照会（Reference of list）（IQI）画面」で、［届出／申請状態］か

ら［保存中］［届出済］［届出変更承認済］［受理書発行済］を選択して検索すると、検索結果一覧に

追加･修正が可能な届出情報を表示することができます。 

 

2 届出情報の追加・修正を選択する 

＜この届出情報の追加・修正を行う Modification of the notification＞リンクをクリック

します。 

 

・届出／申請状態が「保存中」「届出済」「届出変更承認済」「受理書発行済」の届出情報を詳細画面に

表示した場合のみ、このリンクが表示されます。 

・添付ファイルが登録中の間は、全てのリンクが非表示になります。 

 

 
「犬等輸入事前届出情報照会（Procedure Menu Page）画面（試験研究用以外）」 

 

3 届出情報を修正する 

必要に応じて届出情報を修正します。 

以降の操作については、「2.1 ア ペット等（試験研究用以外）の犬等の輸入事前届出事項を保

存する」「2.1 イ ペット等（試験研究用以外）の犬等の輸入事前届出をする」「2.1 ウ 試験研

究用の犬等の輸入事前届出事項を保存する」「2.1 エ 試験研究用の犬等の事前届出をする」を

参照してください。 
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イ 訂正指示にもとづき届出情報を修正する 

届出後に動物検疫所から届出内容の訂正指示があった場合、その訂正指示にもとづき届出情報

を修正する操作について説明します。 

 

1 届出情報の詳細を表示する 

「2.4 ア 届出情報・申請情報を検索する」を参照して、届出情報の詳細を表示します。 

 

2 届出情報の訂正指示にもとづき届出情報の修正を選択する 

＜訂正指示にもとづき届出内容を修正する。＞または、＜Modify the notification according 

to the correction instructions.＞をクリックします。 

 

・届出／申請状態が「届出変更承認済」かつ、動物検疫所から訂正指示がある届出情報を詳細画面に

表示した場合のみ、このリンクが表示されます。 

・添付ファイルが登録中の間は、全てのリンクが非表示になります。 

 

 

「犬等輸入事前届出情報照会（Procedure Menu Page）画面（試験研究用以外）」 

 

3 訂正指示にもとづき届出情報を修正する 

動物検疫所より訂正指示があった届出内容を修正します。 

以降の操作については、「2.1 ア ペット等（試験研究用以外）の犬等の輸入事前届出事項を保

存する」「2.2 イ ペット等（試験研究用以外）の犬等の輸入事前届出をする」「2.2 ウ 試験研

究用の犬等の輸入事前届出事項を保存する」「2.2 エ 試験研究用の犬等の事前届出をする」を

参照してください。 



動物検疫関連業務利用マニュアル 

（申請者向け） 
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・動物検疫所より訂正指示のあった届出情報の修正をする場合は、訂正指示があった項目に対して、

[CLICK HERE!]ボタンが表示され、クリックすると訂正指示内容を確認することができます。 

   

 「犬等輸入事前届出（Notification）画面（動物情報入力）」 

  



動物検疫関連業務利用マニュアル 

（申請者向け） 
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 「犬等訂正指示内容照会（Reference for correction instruction）画面」 

 

       試験研究用の場合は以下のように表示されます 

   

 「犬等輸入事前届出（Notification）画面（動物情報入力）」 

 

   
 「犬等訂正指示内容照会（Reference for correction instruction）画面」 

 



動物検疫関連業務利用マニュアル 

（申請者向け） 
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4 訂正指示にもとづき届出情報を確認する 

訂正指示にもとづく修正をした場合、訂正指示内容の有無にかかわらず届出内容に変更があっ

た項目は赤字で表示されます。また、訂正指示があった項目で、届出内容に変更がない項目は

黒字で表示されます。 

 



動物検疫関連業務利用マニュアル 

（申請者向け） 
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「犬等輸入事前届出（Notification）画面（訂正指示修正確認）」 

 

ペット等（試験研究用以外）の場合は、以下のように表示されます。 

 

「犬等輸入事前届出（Notification）画面（訂正指示修正確認）」 



動物検疫関連業務利用マニュアル 

（申請者向け） 
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ウ 届出の輸入検査申請をする 

届出の輸入検査申請する操作について説明します。既に動物検疫所に輸入の届出を行っている

場合には、その届出情報に加えて、引き続き輸入検査申請をすることができます。 

 

1 届出情報の詳細を表示する 

「2.4 ア 届出情報・申請情報を検索する」を参照して、届出情報の詳細を表示します。 

 

・「犬等届出・輸出入検査申請一覧照会（Reference of list）（IQI）画面」で、［届出／申請状態］か

ら［届出済］、[届出変更済]を選択して検索すると、検索結果一覧に輸入検査申請が可能な届出情報

を表示することができます。 

 

2 届出情報の輸入検査申請を選択する 

＜この届出情報の輸入検査申請を行う。＞または、＜Make an application based on the 

notification＞をクリックします。 

 

・届出情報を届出した後に輸入の検査申請をせず、届出を行った場合のみ、このリンクが表示されま

す。 

・添付ファイルが登録中の間は、全てのリンクが非表示になります。 

 

 
「犬等輸入事前届出情報照会（Procedure Menu Page）画面（試験研究用以外）」 

  



動物検疫関連業務利用マニュアル 

（申請者向け） 

 

 

 2-79 

3 届出に引続き申請をする 

届出に引続き申請をする場合は、[OK]ボタンをクリックします。 

 

 

4 申請が完了する 

申請が完了します。 

［閉じる／Close］ボタンをクリックします。 

 

「輸入犬等検査申請（Application of import）（IQC）画面（申請の完了）」 

 

  



動物検疫関連業務利用マニュアル 

（申請者向け） 
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エ 届出を取り止めする 

届出を取り止めする操作について説明します。 

 

1 届出情報の詳細を表示する 

「2.4 ア 届出情報・申請情報を検索する」を参照して、届出情報の詳細を表示します。 

 

・「犬等届出・輸出入検査申請一覧照会（Reference of list）（IQI）画面」で、［届出／申請状態］か

ら［保存中］を選択して検索すると、検索結果一覧に取り止めが可能な届出情報を表示することが

できます。 

 

2 届出情報の取り止めを選択する 

＜この届出の取り止めを行う。（保存した場合に限る）＞または、＜ Cancel the 

notification.(Only you saved)＞をクリックします。 

 

・届出／申請状態が「保存中」の届出情報を詳細画面に表示した場合のみ、このリンクが表示されま

す。 

・添付ファイルが登録中の間は、全てのリンクが非表示になります。 

 

 

「犬等輸入事前届出情報照会（Procedure Menu Page）画面（試験研究用以外）」 

 

  



動物検疫関連業務利用マニュアル 

（申請者向け） 

 

 

 2-81 

3 届出を取り止めする 

届出を取り止めする場合は、［OK］ボタンをクリックします。 

 

 

4 届出の取り止めが完了する 

届出の取り止めが完了します。 

［閉じる／Close］ボタンをクリックします。 

 

「犬等輸入事前届出取止（Cancellation(Notification)）画面」 

 

 



動物検疫関連業務利用マニュアル 

（申請者向け） 
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オ 申請情報を追加・修正する 

申請情報に情報を追加したり、修正することができます。 

 

1 申請情報の詳細を表示する 

「2.4 ア 届出情報・申請情報を検索する」を参照して、申請情報の詳細を表示します。 

 

・「犬等届出・輸出入検査申請一覧照会（Reference of list）（IQI）画面」で、［届出／申請状態］か

ら［保存中］［申請済］［申請変更承認済］を選択して検索すると、検索結果一覧に追加･修正が可能

な申請情報を表示することができます。 

 

2 申請情報の追加・修正を選択する 

＜この申請の追加・修正を行う。＞または、＜Modification of the application＞リンクを

クリックします。 

 

・届出／申請状態が「保存中」「申請済」「申請変更承認済」の申請情報を詳細画面に表示した場合の

み、このリンクが表示されます。ただし、申請番号の枝番が「9」の場合は、「保存中」「申請変更承

認済」のときのみ、このリンクが表示されます。 

・添付ファイルが登録中の間は、全てのリンクが非表示になります。 

 

 

「輸入犬等検査申請情報照会（Procedure Menu Page）画面（IIQ）」（試験研究用以外） 

 

3 申請情報を修正する 

必要に応じて申請情報を修正します。 

以降の操作については、「2.2 ア ペット等（試験研究用以外）の犬等の輸入検査申請事項を保

存する」「2.2 イ ペット等（試験研究用以外）の犬等の輸入検査申請をする」「2.2 ウ 試験研

究用の犬等の申請事項を保存する」「2.2 エ 試験研究用の犬等の検査申請をする」を参照して

ください。 



動物検疫関連業務利用マニュアル 

（申請者向け） 
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カ 申請を取り止めする 

申請を取り止めする操作について説明します。 

 

1 申請情報の詳細を表示する 

「2.3 ア 届出情報・申請情報を検索する」を参照して、申請情報の詳細を表示します。 

 

・「犬等届出・輸出入検査申請一覧照会（Reference of list）（IQI）画面」で、［届出／申請状態］か

ら「保存中」を選択して検索すると、検索結果一覧に取り止めが可能な申請情報を表示することが

できます。 

 

2 申請情報の取り止めを選択する 

＜この申請の取り止めを行う。（保存した場合に限る）＞または、＜Cancel of the application 

（Only you saved）＞リンクをクリックします。 

 

・届出／申請状態が「保存中」の申請情報を詳細画面に表示した場合のみ、このリンクが表示されま

す。 

・添付ファイルが登録中の間は、全てのリンクが非表示になります。 

 

 
「輸入犬等検査申請情報照会（Procedure Menu Page）画面（IIQ）」（試験研究用以外） 

 

 

 

 

 

 



動物検疫関連業務利用マニュアル 

（申請者向け） 
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3 申請を取り止めする 

申請を取り止めする場合は、［OK］ボタンをクリックします。 

 

 

4 申請の取り止めが完了する 

申請の取り止めが完了します。 

［閉じる／Close］ボタンをクリックします。 

 

「輸入犬等検査申請取止（Cancellation(Application of import)）画面」 



動物検疫関連業務利用マニュアル 

（申請者向け） 
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2.5 輸入犬等の届出情報・申請情報を再利用する 

輸入犬等の届出情報や申請情報を再利用する操作について説明します。 

 

なお、本手順で使用する画面は以下となります。 

 

画面名 参照先 

犬等輸入事前届出情報照会（Procedure Menu Page）画面（試験研究用以外） 4.4 ア 

 

  



動物検疫関連業務利用マニュアル 

（申請者向け） 
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ア 届出情報を再利用して新規の届出をする 

既存の届出情報を再利用して、新規の届出を行うことができます。 

 

・情報の入力中に、メニュー画面から別の入力画面を開く等の操作を行うと、画面の表示が上書きさ

れて、入力中の情報が消えてしまうことがあります。他の操作を行うときは、必ず入力情報を一時

保存し、画面を閉じてから行ってください。 

 

1 届出情報の詳細を表示する 

「2.4 ア 届出情報・申請情報を検索する」を参照して、届出情報の詳細を表示します。 

 

2 新規の届出を行う 

＜新規の輸入事前届出を行う。＞または、＜New advanced notification for import＞リンク

をクリックします。 

 

・添付ファイルが登録中の間は、全てのリンクが非表示になります。 

 

 
「犬等輸入事前届出情報照会（Procedure Menu Page）画面（試験研究用以外）」 

 

3 再利用する 

再利用する場合は、［OK］ボタンをクリックします。 

 



動物検疫関連業務利用マニュアル 

（申請者向け） 
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4 届出情報を入力する 

流用した情報を元に、届出情報を入力します。 

以降の操作については、「2.1 ア ペット等（試験研究用以外）の犬等の輸入事前届出事項を保

存する」「2.1 イ ペット等（試験研究用以外）の犬等の輸入事前届出事項をする」「2.1 ウ 試

験研究用の犬等の輸入事前届出事項を保存する」「2.1 エ 試験研究用の犬等の事前届出をする」

を参照してください。 

 

 

・複数頭数の犬等の届出について、動物検疫所より届出を動物ごとに分けて（２頭を１頭づつ、３頭

を２頭と１頭など）提出するよう指示があった場合に、既に登録済の届出を流用し、連れてくる動

物の頭数の変更（動物情報を削除）をして、別々の動物の届出に分けることができます。 

  



動物検疫関連業務利用マニュアル 

（申請者向け） 
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イ 届出情報を再利用して新規の輸入申請をする 

既存の届出情報を再利用して、新規の輸入申請を行うことができます。 

 

・情報の入力中に、メニュー画面から別の入力画面を開く等の操作を行うと、画面の表示が上書きさ

れて、入力中の情報が消えてしまうことがあります。他の操作を行うときは、必ず入力情報を一時

保存し、画面を閉じてから行ってください。。 

 

1 届出情報の詳細を表示する 

「2.4 ア 届出情報・申請情報を検索する」を参照して、届出情報の詳細を表示します。 

 

2 新規の輸入申請を行う 

＜新規の輸入検査申請を行う。＞または、＜New import inspection.＞リンクをクリックしま

す。 

 

・添付ファイルが登録中の間は、全てのリンクが非表示になります。 

 

 

「犬等輸入事前届出情報照会（Procedure Menu Page）画面（試験研究用以外）」 

 

 

 



動物検疫関連業務利用マニュアル 

（申請者向け） 
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3 再利用する 

再利用する場合は、［OK］ボタンをクリックします。 

 
 

4 申請情報を入力する 

流用した情報を元に、申請情報を入力します。 

以降の操作については、「2.2 ア ペット等（試験研究用以外）の犬等の輸入検査申請事項を保

存する」「2.2 イ ペット等（試験研究用以外）の犬等の輸入検査申請をする」「2.2 ウ 試験研

究用の犬等の申請事項を保存する」「2.2 エ 試験研究用の犬等の検査申請をする」を参照して

ください。 



動物検疫関連業務利用マニュアル 

（申請者向け） 
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ウ 届出情報を再利用して新規の輸出申請をする 

既存の届出情報を再利用して、新規の輸出申請を行うことができます。 

 

・情報の入力中に、メニュー画面から別の入力画面を開く等の操作を行うと、画面の表示が上書きさ

れて、入力中の情報が消えてしまうことがあります。他の操作を行うときは、必ず入力情報を一時

保存し、画面を閉じてから行ってください。 

 

1 届出情報の詳細を表示する 

「2.4 ア 届出情報・申請情報を検索する」を参照して、届出情報の詳細を表示します。 

 

2 新規の輸出申請を行う 

＜新規の輸出検査申請を行う。＞または、＜New export inspection.＞リンクをクリックしま

す。 

 

・添付ファイルが登録中の間は、全てのリンクが非表示になります。 

 

 

「犬等輸入事前届出情報照会（Procedure Menu Page）画面（試験研究用以外）」 

 

 

 

 

 

 

 



動物検疫関連業務利用マニュアル 

（申請者向け） 
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3 再利用する 

再利用する場合は、［OK］ボタンをクリックします。 

 
 

4 申請情報を入力する 

流用した情報を元に、申請情報を入力します。 

以降の操作については、「3.1 ア 申請事項を保存する」「3.1 イ 検査申請をする」を参照して

ください。 

 

入力文字の制限のため、再利用元が輸出申請情報以外の場合、以下の入力項目は輸出申請には流用さ

れませんので、入力画面にて再度入力してください。 

 ・基本情報入力画面の入力項目：荷送人住所氏名、荷受人住所氏名 

 



動物検疫関連業務利用マニュアル 

（申請者向け） 
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エ 申請情報を再利用して新規の届出をする 

既存の申請情報を再利用して、新規の届出を行うことができます。 

 

・情報の入力中に、メニュー画面から別の入力画面を開く等の操作を行うと、画面の表示が上書きさ

れて、入力中の情報が消えてしまうことがあります。他の操作を行うときは、必ず入力情報を一時

保存し、画面を閉じてから行ってください。 

 

1 申請情報の詳細を表示する 

「2.4 ア 届出情報・申請情報を検索する」を参照して、申請情報の詳細を表示します。 

 

2 新規の届出を行う 

＜新規の輸入事前届出を行う。＞または、＜New advanced notification for import.＞リン

クをクリックします。 

 

・添付ファイルが登録中の間は、全てのリンクが非表示になります。 

 

 

「輸入犬等検査申請情報照会（Procedure Menu Page）画面（IIQ）（試験研究用以外）」 

 

 

 

 

 

 

 



動物検疫関連業務利用マニュアル 

（申請者向け） 
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3 再利用する 

再利用する場合は、［OK］ボタンをクリックします。 

 

 

4 届出情報を入力する 

流用した情報を元に、届出情報を入力します。 

以降の操作については、「2.1 ア ペット等（試験研究用以外）の犬等の輸入事前届出事項を保

存する」「2.1 イ ペット等（試験研究用以外）の犬等の輸入事前届出をする」「2.1 ウ 試験研

究用の犬等の輸入事前届出事項を保存する」「2.1 エ 試験研究用の犬等の事前届出をする」を

参照してください。 



動物検疫関連業務利用マニュアル 

（申請者向け） 
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オ 申請情報を再利用して新規の輸入申請をする 

既存の申請情報を再利用して、新規の輸入申請を行うことができます。 

 

・情報の入力中に、メニュー画面から別の入力画面を開く等の操作を行うと、画面の表示が上書きさ

れて、入力中の情報が消えてしまうことがあります。他の操作を行うときは、必ず入力情報を一時

保存し、画面を閉じてから行ってください。 

 

1 申請情報の詳細を表示する 

「2.4 ア 届出情報・申請情報を検索する」を参照して、申請情報の詳細を表示します。 

 

2 新規の輸入申請を行う 

＜新規の輸入検査申請を行う。＞または、＜New import inspectison.＞リンクをクリックし

ます。 

 

・添付ファイルが登録中の間は、全てのリンクが非表示になります。 

 

 

「輸入犬等検査申請情報照会（Procedure Menu Page）画面（IIQ）（試験研究用以外）」 

 

 

 

 

 

 

 



動物検疫関連業務利用マニュアル 

（申請者向け） 
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3 再利用する 

再利用する場合は、［OK］ボタンをクリックします。 

 

 

4 申請情報を入力する 

流用した情報を元に、申請情報を入力します。 

以降の操作については、「2.2 ア ペット等（試験研究用以外）の犬等の輸入検査申請事項を保

存する」「2.2 イ ペット等（試験研究用以外）の犬等の輸入検査申請をする」「2.2 ウ 試験研

究用の犬等の申請事項を保存する」「2.2 エ 試験研究用の犬等の検査申請をする」を参照して

ください。 



動物検疫関連業務利用マニュアル 

（申請者向け） 
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カ 申請情報を再利用して新規の輸出申請をする 

既存の申請情報を再利用して、新規の輸出申請を行うことができます。 

 

・情報の入力中に、メニュー画面から別の入力画面を開く等の操作を行うと、画面の表示が上書きさ

れて、入力中の情報が消えてしまうことがあります。他の操作を行うときは、必ず入力情報を一時

保存し、画面を閉じてから行ってください。 

 

1 申請情報の詳細を表示する 

「2.4 ア 届出情報・申請情報を検索する」を参照して、申請情報の詳細を表示します。 

 

2 新規の輸出申請を行う 

＜新規の輸出検査申請を行う。＞または、＜New export inspection.＞リンクをクリックしま

す。 

 

・添付ファイルが登録中の間は、全てのリンクが非表示になります。 

 

 

「輸入犬等検査申請情報照会（Procedure Menu Page）画面（IIQ）（試験研究用以外）」 
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3 再利用する 

再利用する場合は、［OK］ボタンをクリックします。 

 

 

4 申請情報を入力する 

流用した情報を元に、申請情報を入力します。 

以降の操作については、「3.1 ア 申請事項を保存する」「3.1 イ 検査申請をする」を参照して

ください。 

 

・入力文字の制限のため、再利用元が輸出申請情報以外の場合、以下の入力項目は輸出申請には流用

されませんので、入力画面にて再度入力してください。 

 ・基本情報入力画面の入力項目：荷送人住所氏名、荷受人住所氏名 
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2.6 輸入犬等に関する書類を印刷する 

任意の届出番号、申請番号に対応する帳票を印刷する操作について説明します。 

 

なお、本手順で使用する画面、帳票は以下となります。 

 

画面・帳票名 参照先 

犬等輸入事前届出情報照会（Procedure Menu Page）画面（試験研究用以外） 4.4 ア 

狂犬病予防法及び家畜伝染病予防法に基づく犬の輸入に関する届出書 5.1 イ 

狂犬病予防法に基づく動物の輸入に関する届出書 5.1 ウ 

動物の輸入に関する変更届出書 5.1 エ 

動物の輸入に関する届出受理書 5.1 オ 

入力控 5.1 ア 

狂犬病予防法及び家畜伝染病予防法に基づく犬の輸入検査申請 5.1 キ 

狂犬病予防法に基づく動物の輸入検査申請 5.1 ク 

犬等指示書 5.1 コ 

犬等の検疫検査結果通知書 5.1 ケ 

FormAB 5.1 カ 

FormAC 5.1 キ 

訂正指示書 5.1 ク 
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ア 届出情報に関する書類を印刷する 

届出情報に関する書類を印刷することができます。 

 

1 届出情報の詳細を表示する 

「2.4 ア 届出情報・申請情報を検索する」を参照して、届出情報の詳細を表示します。 

 

2 印刷したい書類を選択する 

印刷したい書類のリンクをクリックします。 

 

・添付ファイルが登録中の間は、全てのリンクが非表示になります。 

 

 

「犬等輸入事前届出情報照会（Procedure Menu Page）画面（試験研究用以外）」 
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・届出書／変更届出書は、申請状況が「届出済」「届出変更済」「届出変更承認済」「受理書発行済」の

届出情報を詳細画面に表示した場合のみ、印刷できます。 

・訂正指示書は、申請状況が「届出変更承認済」で、動物検疫所から訂正指示を受けた届出情報を詳

細画面に表示した場合のみ、印刷できます。 

・届出受理書は、申請状況が「受理書発行済」の届出情報を詳細画面に表示した場合のみ、印刷でき

ます。 

・入力控は、申請状況が「保存中」の届出情報を詳細画面に表示した場合のみ、印刷できます。 

・申請書は、申請状況が「受理書発行済」で、届出に続けて検査申請を行った届出情報を詳細画面に

表示した場合のみ、印刷できます。 

 

3 PDFファイルを開いて印刷する 

［開く］ボタンをクリックし、書類の PDF ファイルを印刷します。 

「狂犬病予防法及び家畜伝染病予防法に基づく犬の輸入に関する届出書」 

「狂犬病予防法に基づく動物の輸入に関する届出書」 

「動物の輸入に関する変更届出書」 

「訂正指示書」 

「動物の輸入に関する届出受理書」 

「FormAB」 

「FormAC」 

「入力控」 

「狂犬病予防法及び家畜伝染病予防法に基づく犬の輸入検査申請」 

「狂犬病予防法に基づく動物の輸入検査申請」 
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イ 申請情報に関する書類を印刷する 

申請情報に関する書類を印刷することができます。 

 

1 申請情報の詳細を表示する 

「2.4 ア 届出情報・申請情報を検索する」を参照して、申請情報の詳細を表示します。 

 

2 印刷したい書類を選択する 

印刷したい書類のリンクをクリックします。 

 

・添付ファイルが登録中の間は、全てのリンクが非表示になります。 

 

  

「輸入犬等検査申請情報照会（Procedure Menu Page）画面（IIQ）（試験研究用以外）」 
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・申請書は、申請状況が「申請済」「申請変更済」「申請変更承認済」「結果登録済」の申請情報を詳細

画面に表示した場合のみ、印刷できます。 

・指示書は、申請状況が「申請済」「申請変更済」「申請変更承認済」「結果登録済」で、指示書が発行

されている申請情報を詳細画面に表示した場合のみ、印刷できます。 

・検疫検査結果通知書は、申請状況が「結果登録済」で、まだ印刷されていない通知書がある申請情

報を詳細画面に表示した場合のみ、印刷できます。（通知書は１回しか印刷できません。） 

・届出書／変更届出書は、申請状況が「申請済」「申請変更済」「申請変更承認済」「結果登録済」で、

届出に続けて検査申請を行った申請情報を詳細画面に表示した場合のみ、印刷できます。 

 

3 PDFファイルを開いて印刷する 

［開く］ボタンをクリックし、書類の PDF ファイルを印刷します。 

「狂犬病予防法及び家畜伝染病予防法に基づく犬の輸入検査申請」 

「狂犬病予防法に基づく動物の輸入検査申請」 

「犬等指示書」 

「犬等の検疫検査結果通知書」 

「狂犬病予防法及び家畜伝染病予防法に基づく犬の輸入に関する届出書」 

「狂犬病予防法に基づく動物の輸入に関する届出書」 

「動物の輸入に関する変更届出書」 
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2.7 届出情報を利用して輸入犬等検査の申請事項を登録する 

届出情報を利用して、別の方（利用者 ID が異なる方）が、犬等の輸入に関する事前届出の内

容を登録する方法について説明します。 

 

なお、本手順で使用する画面は以下となります。 

 

画面名 参照先 

申請者メニュー／MENU 画面 4.1 ク 

輸入犬等検査申請事項登録（Application of import）（IQY）画面（呼出） 4.6 ア 
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ア 届出情報を呼出して流用する 

届出済みの届出情報を呼出し、入力済みの情報を流用して輸入犬等に関する検査申請事項を動

物検疫関連業務に登録します。 

 

1 届出情報の呼出画面を開く 

「申請者メニュー／MENU 画面」の「犬、猫、きつね、あらいぐま、スカンク」の［▼］ボタン

をクリックして項目を表示させてから、＜輸入事前届出の情報を利用して輸入検査申請を行う

＞リンクをクリックします。 

「申請者メニュー／MENU 画面」を表示する方法については、「1.2 ア ログインする」を参照し

てください。 

 

「申請者メニュー／MENU 画面」 

 

2 届出情報を呼び出す 

事前に届出した方から通知された［届出受理番号］と［届出情報呼出用パスワード］を入力し、

［呼出／Reference］ボタンをクリックします。 

 

「輸入犬等検査申請事項登録（Application of import）（IQY）画面（呼出）」 
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3 申請事項を入力する 

「輸入犬等検査申請事項登録（Application of import）（IQA、IQA01）画面（基本情報入力）」

が開くので、申請事項を入力します。 

以降の操作については、「2.2 輸入犬等検査の申請事項を登録する」を参照してください。 
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